
 

 

 

上智大学短期大学部ソフィア会 総会 
 

 

２０２６年 ５ 月 ３１ 日（日曜日） １１ 時～１２ 時 

上智大学四谷キャンパス ６ 号館 ３０４ 教室 

 

 

開会挨拶       上智大学短期大学部ソフィア会会長 平野 由紀子 

来賓ご挨拶     上智大学ソフィア会会長  林 春樹 

来賓ご挨拶     上智大学短期大学部前後援会会長 岡本 静 

 

審議事項        １ ２０２５年度活動報告・会計報告 

２ ２０２６年度活動計画 

３ 新会則について 

４ 新役員について 

ソフィア会オリエンテーション 上智大学ソフィア会組織委員長 川崎 晴夫 

懇親会        １２ 時から １４ 時 １２ 号館 ４０２ 教室 

   
    

 
 



審議事項１ 

 

２０２５年度活動報告 

〇 1 期生金祝、11 期生ルビー祝、２６期生銀祝 感謝の集い・式典・茶話会開催 

〇 ソフィア会総会・ホームカミング開催 

〇 定例役員会開催 

〇 学位授与式においてジェラルドバリー賞（奨学金）授与 

〇 ソフィア会 Web サイト管理 

〇 寄附講座 

 

２０２５年度会計報告 

 

 

 

 

審議事項２ 

 

２０２６年度活動計画 

〇 ソフィア会総会・ホームカミング開催 

〇 ２期生金祝、１２期生ルビー祝、２７期生銀祝 感謝の集い・式典・祝賀会開催 

〇 定例役員会開催 

〇 Web サイト、Fb、インスタグラム管理 

〇 上智大学および上智大学ソフィア会との連携・活動への参加・協同事業の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 



審議事項３ 

上智大学短期大学部ソフィア会 会則 

（名 称） 

第１条 本会は、上智大学ソフィア会（以下「ソフィア会」という）会則に定める各種ソフィア会で、 

名称を「上智大学短期大学部ソフィア会」という。 

 

（事務局） 

第２条 本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。 

 

（目 的） 

第３条 本会は、会員相互の親睦を図り、上智大学およびソフィア会の発展に貢献することを目的と

する。 

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。         

①ソフィア会のホームページ等による情報の発信。 

  ②会員情報の管理。 

  ③上智大学およびソフィア会が行う事業に対する協力。 

  ④上智大学在学生に対する各種支援。 

  ⑤他の各ソフィア会との交流にかかる事業。 

   ⑥その他目的達成のために必要な事業。 

 

（会 員） 

第５条    本会の会員は、上智短大および上智大学短期大学部を卒業した者で、本会の目的に賛同

者とする。上智短大および上智大学短期大学部に在籍した者、教職員は特別会員とする。 

 

(役員等の構成) 

第６条     本会に次の役員および顧問を置く。 

① 会  長      １名 

② 副 会 長     若干名 

③ 会計及び会計監査 ２名以上 

④ 顧  問      若干名 

 

（役員等の職務） 

第７条  役員等の職務は、次のとおりとする。 

① 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ会長の指名した順序により 

会長の職務を代行する。 

③ 会計および会計監査は、業務および会計を監査する。 

        ④ 顧問は、本会の会務運営に対し、必要な助言および支援を行う。 



（役員等の選任） 

第８条  第６条に定める役員等の選任については、自薦および他薦により推薦された候補者の中から 

総会において選任する。但し、顧問については会長が推薦し総会で選任する。 

 

（役員等の任期） 

第９条  第６条に定める役員等の任期は３年とする。但し、再任を妨げない。 

 

（役員等の補充） 

第 10 条  第６条に定める役員等に欠員が生じた時は、これを補充することができる。 

補充役員等の任期は、他の在任の役員等の残存任期と同一とする。 

 

（総 会） 

第 11 条  定期総会は、毎年１回、原則として５月に会長が招集し、次の事項を審議議決する。 

① 活動報告 

② 決算報告 

③ 活動計画 

④ 会則の改廃 

⑤ 役員の選出 

⑥ その他重要と認められる事項 

 

（総会の議長および議決） 

第 12 条  総会の議長は会長が務める。議事は、出席会員の過半数をもって議決し、賛否同数の 

場合は議長がこれを決する。 

 

 

（会員の異動） 

第 13 条  会員は、住所、氏名等に異動があった場合は、その都度、事務局に連絡するものとする。 

 

（会費および経費） 

第 14 条  会費および経費等については次の通りとする。 

① 本会の運営にかかる経費は、事業参加費、協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。 

② 本会の目的を達成するため、総会の決議をもって臨時に特別会費を徴収することができ

る。 

 

（事業年度） 

第 15 条  本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

 

（附 則）   本会則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



審議事項４ 

  期 卒年   

  4 1978 平田 やす子 

会 長 5 1979 平野 由紀子 

  5 1979 飯嶋 由美子 

  5 1979 山下 順子 

  5 1979 吉田 紀容美 

会計監査 6 1980 武原 眞理子 

  6 1980 濱口 紀子 

  7 1981 鹿児島 圭 

  8 1982 荒木 和子 

  8 1982 近藤 澄   

副会長 8 1982 竹本 眞紀子 

  8 1982 根岸 真岐子 

  10 1984 森下 園 

  11 1985 藤原 治子 

  12 1986 大高 慶子 

  13 1987 房野 幸子 

  15 1989 長谷川 貴子 

  17 1991 坂本 優子 

会 計 18 1992 有働 麻子 

  18 1992 佐々木 志保 

  19 1993 筒井 ゆかり 

  20 1994 杉村 美佳 

  24 1998 平岡 圭子 

  30 2004 吉田 ゆかり 

  36 2010 星川 久美子 

  38  2012 高田 恵莉加 

副会長 44 2018 吉田 シャローナ 

  47 2021 大越 あすか 

  52  2026 鶴田 ソフィア 

 


